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地域旅客運送サービス継続事業

実施方針（中藤・中沢地区）（案）
１ 実施区域

飯能市

仲町、柳町、東町、八幡町、本町、山手町、大字飯能、大字永田、大字久須美、大字小瀬戸、

大字上赤工、大字下赤工、大字原市場、大字中藤下郷、大字中藤中郷、大字中藤上郷、大字南

２ 事業を実施する路線等において現に実施されている特定旅客運送事業の状況

（1）路線

①全体図

②拡大図

中藤線（飯 05）

中沢線（飯 04）

至
飯
能
駅

名栗本線

「新寺」停留所で名栗本線と合
流以降、飯能駅まで並走する。

資料１
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（2）ダイヤ

（3）運賃

路線名
平日 土曜 休日

事業者名 事業の種類 運行の態様
往 復 往 復 往 復

中沢線
飯 04 4 回 4 回 3 回 3 回 3 回 3 回 国際興業㈱

一般乗合
旅客事業者運
送事業

路線定期運行

中藤線
飯 05 3 回 3 回 1 回 1 回 1 回 1 回 国際興業㈱

一般乗合
旅客自動車運
送事業

路線定期運行
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３ 上記２の路線等において地域旅客運送サービスの維持を図るために引き続き実施する運

送（継続旅客運送）に係る運送機関の種類、態様その他の内容 ▶添付資料１参照

（1）路線

①全体図

②拡大図
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（2）ダイヤ

４ 継続旅客運送を実施する者の条件

(1) 飯能市内に営業所を有する一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送

事業者

(2) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条に定める一般乗合旅客自動車運送事業の

許可を有する者又は市が定める日までに取得できる者

(3) 市の定める運行車両により運行ができる者

(4) 利用者の利便性確保のため、運賃の決済に交通系 IC カードを導入できる者

(5）利用者の利便性確保のため、定期券制度を導入できる者

(6) 会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生の手続をしていない者

(7) 国税、地方税に未納又は滞納がない者

５ 地方公共団体による支援の内容

市が運行経費から運行収入及び国庫補助金を差し引いた額を予算の範囲内で補助します。

補助方法は、協議により決定します。

６ 実施予定期間

令和５年９月１日 ～ 令和９年３月３１日

７ 公募の期間

令和４年３月７日 ～ 令和４年３月２３日

８ 継続旅客運送を実施する者の選定の方法

(1) 審査方式

参加表明のあった事業者のうち、応募書類の審査及び見積提出会により運行事業者の候補者

を選定します。

(2) 結果報告

結果は応募のあった事業者に通知します。審査結果についての異議申し立ては、受け付けま

せん。

９ その他必要な事項

特になし

路線名
平日 土曜 休日

事業の種類
運行の態様
（車両）往 復 往 復 往 復

飯能駅便
2回 2回 2回 2回 2回 2 回

一般乗合
旅客事業者運
送事業

路線定期運行
（大型バス）

行政センタ
ー便

4 回 4回
0回 0回 0回 0 回

一般乗合
旅客自動車運
送事業

路線定期運行
（15 人乗りワゴン）

（月水金に限る）

新寺便
5回 6回 2回 3回 2回 3 回

一般乗合
旅客自動車運
送事業

路線定期運行
（15 人乗りワゴン）


